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１．決 算 規 模  

 
 28 年度の決算規模（歳出）は、前年度と比較すると、一般会計は 20 億円の増、特別会計は

５億円の減、企業会計は５億円の減となり、全会計では 10億円の増となりました。 

 

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

554 553 570 567 571 589 599 556 561 581

551

368 343 343 340 350 351
351 366 361

268

307 280 228 228 226 257 345
232 227

1,373

1,228 1,193
1,138 1,139 1,165 1,207

1,252
1,159 1,169

億円

枠内の数値は合計

一
般
会
計

特
別
会
計

企
業
会
計

決 算 規 模

 
 

以下、２.決算収支  ３.基金等  ４.歳入  ５.歳出  は一般会計、６.主な財政指標 は 

普通会計の内容で記載しています。 
 

 会計区分 
小樽市では｢一般会計｣のほか９の「特別会計」と４の「企業会計」を設置しています。｢一般会計｣か

ら｢特別会計｣と｢企業会計｣へ法令等で定められた基準やそれぞれの会計の収支不足分を繰出金として支

出しています。 

    
上記のほか、個々の地方公共団体ごとに各会計の範囲が異なることから、全ての団体相互間の財政比

較や時系列比較が可能となるよう決算統計上の分類として｢普通会計｣と｢公営事業会計｣に区分していま

す。小樽市の｢普通会計｣は、｢一般会計｣及び住宅と産業廃棄物処分との２つの｢特別会計｣によって構成

されています。 

なお、簡易水道は、平成 29年４月１日付けで地方公営企業法を適用したことに伴い、簡易水道事業特

別会計を平成 29年３月 31日で廃止し、企業会計に移行しました。 

一般会計 特別会計

繰出し 青果物卸売市場 水産物卸売市場

住宅 簡易水道

産業廃棄物処分 後期高齢者医療

繰入れ

繰出し 企業会計
病院 水道 下水道

借入れ 産業廃棄物等処分

港湾整備

国民健康保険

介護保険

特定事業に限定し、一般会計と区別するために設置した

会計

企業経営という観点を取り入れ、地方公営企業法の全部

又は一部の適用を受ける会計

福祉や教育、衛生な

ど地方公共団体の

行政運営における基

本的な会計
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２．決算収支（一般会計）  

 「実質収支」は 22年度から７年連続で黒字となりました。一方で、前年度の実質収支を差し

引いた｢単年度収支｣は平成 24年度以来、また、財政調整基金の積立等を考慮した｢実質単年度

収支｣は、平成 25年度以来の赤字となりました。 
■一般会計の決算状況

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

実質収支 ▲1,297 ▲659 ▲31 1,184 1,173 157 286 500 1,922 663

単年度収支 ▲113 638 629 1,215 ▲11 ▲1,017 130 214 1,422 ▲1,259

実質単年度収支 (ｱ) ▲112 638 629 1,215 656 654 ▲444 358 1,744 ▲298

【参　考】財政調整基金繰入額 － － － － － 258 1,165 － － －

財源対策
(他会計借入など)

(ｲ) 665 850 765 612 411 － － － － －

財源対策を考慮した
実質単年度収支

(ｱ）－(ｲ) ▲777 ▲212 ▲136 603 245 654 ▲444 358 1,744 ▲298

※他会計からの借入は平成23年度が最終です。

単位：百万円

 
 

228年度の収支状況 a 

  28 年度の実質収支は６億 6,300 万円の黒字となりました。28 年度の歳入に含まれる 27 年度の剰

余金である前年度繰越金 19億 2,200万円を控除した単年度収支は 12億 5,900万円の赤字となり、

さらに歳出に含まれる財政調整基金への積立金９億 6,100 万円を考慮した実質単年度収支は２億

9,800万円の赤字となりました。 

  なお、当初予算における収支不足を補うため、23 年度まで下水道事業会計等からの借入れによる

財源対策を行っていましたが、24年度からは他会計等からの借入を行っていません。 

（※「他会計などからの借入れ」については、Ｐ３（３）を参照） 
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実 質 収 支 ：歳入歳出差引額から翌年度に繰り越すべき財源を控除した額 

単 年 度 収 支 ：当該年度の実質収支から前年度の実質収支（前年度繰越金）を差し引いた額 

実質単年度収支 ：単年度収支に財政調整基金への積立額及び地方債の繰上償還額を加え、財政調整基金の取崩 

額を差し引いた額 

財政調整基金 ：年度間の財源の不均衡を調整するための積立金 

 

 



- 3 - 

 

３．基 金 等（一般会計）  

（１） 財政調整基金・減債基金 

    財政調整基金と減債基金は、財源調整や市債（借入金）の償還に充てるための積立金

です。16年度以降、両基金の全額を取り崩し、残高はゼロとなっていましたが、22年度

決算で実質収支が黒字となり、23 年度からは財政調整基金への積立てを行っています。 

28年度は９億 6,100万円を財政調整基金へ積立し、取崩しは行いませんでした。 
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（２）特定目的資金基金 

    特定の目的のための資金基金の残高は、20年度に「小樽ファンが支えるふるさとまち

づくり資金基金」を、21年度に「地域経済活性化等推進資金基金」を、25年度に｢庁舎

建設資金基金｣「地域の元気臨時資金基金」を創設したことなどにより増加しましたが、

26年度に｢防災・減災対策事業資金基金｣を創設した一方で、｢地域の元気臨時資金基金｣

及び｢市立病院新築資金基金｣について、各資金基金の目的に沿った事業の財源として全

額活用したことにより、残高が減少しました。 

    28年度は、「ふるさと応援基金」を創設したことにより、残高が増加しました。 
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※出納整理期間の積立て、取崩しを含む。
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枠内の数値は合計

3430 32 3330 32  

（３）他会計などからの借入れ 

    13 年度以降に財政調整基金・減債基金の残高が大きく減少したため、14 年度から 23

年度まで不足する財源について他会計や基金から借入れを行ってきました。 
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４．歳  入（一般会計）  
 

（１）歳入の内訳 

    28 年度の歳入をみると、地方交付税が 162 億 4,000 万円で歳入全体の 27％を占めて

います。次いで、国・道支出金が 156億円で 26％、市税が 133億 2,000万円で 23％とな

っています。 

36,024

<61%>
22,861

<39%>

市 税 13,320 <23%>

譲与税・交付金

2,804 <5%>

地方交付税

16,240 <27%>市 債

(臨時財政対策債)
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(前年度繰越金など)

2,060 <3%>

使用料・手数料

962 <2%>

国・道支出金

15,600 <26%>

市債(建設事業分など)

2,854 <5%>

諸収入 2,814 <5%>

その他の特定財源

(分担金・負担金など)

631 <1%>

歳入内訳の構成(２８年度)

一般財源特定財源

単位：百万円

歳入総額
58,885

 
（２）一般財源 

    一般財源収入では、28年度は前年度に比べ、地方消費税交付金、地方交付税、臨時財

政対策債がそれぞれ減少しましたが、国・道支出金や寄附金の増加により、全体では２

億 7,900万円の増となりました。 
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一 般 財 源：市税や地方交付税など、市が自らの判断で使途を決めることができる財源（多様な行政ニーズ 

に対応した市独自の政策を実施するためには、一般財源の確保が重要となる） 

 

特 定 財 源：国・道支出金や使用料・手数料など、使途があらかじめ定められている財源 
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（３）市  税 

    28年度の市税収入は、個人市民税、法人市民税、たばこ税、特別土地保有税で減とな

りましたが、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、入湯税で増収となり、前年度と同

程度となりました。 
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市税収入率は、現年課税分については 24年度から４年連続で上昇していましたが、23

年度以来の減少となりました。また、滞納繰越分を合わせた市税全体の収入率も減少と

なりました。 
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（４）地方交付税 

    地方交付税と、普通交付税の一部が振り替えられた臨時財政対策債を合わせた「実質

的な地方交付税」は、国の「三位一体の改革」の影響により、16年度に大幅な削減を受

けて以降、19年度までは減少していましたが、20年度以降は、地方再生対策費や地域雇

用創出推進費などが算定項目に新設されたことなどにより増加傾向に転じました。 

その後、24年度は、積雪度級地区分の見直しなどにより増加しましたが、25年度は地

方財政計画における地方公務員給与費の削減、26 年度及び 27 年度は地方消費税交付金

の増収に伴う基準財政収入額の増加の影響などにより減少しました。 

また、28 年度は普通交付税算定の基礎となる「人口」について、直近の平成 27 年度

国勢調査人口が適用され、人口減の影響が反映されたことなどにより、減額となりまし

た。 
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臨時財政対策債
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 地 方 交 付 税 ：地方公共団体間の財源の不均衡を調整し、どの地域においても一定の行政サービスを提供 

できるよう国税の一部が地方公共団体に交付されるもの。使い道が限られている「国庫支出 

金」などと違い、地方自治体が自由に使えるお金（一般財源）で、市税と合わせて一般会計 

歳入の約半分を占める貴重な財源 

 臨時財政対策債：地方に交付する地方交付税の財源が不足しているので、国が本来交付すべき地方交付税の一 

部について地方自治体に借入を認める地方債（この地方債を返済するための元利償還額は、 

後年度の地方交付税の算定に算入されることとなっている。） 
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５．歳  出（一般会計）  

 

（１）目的別決算状況 

    歳出を、使われる目的別にみると、28年度も引き続き民生費が一番多く、次いで職員

給与費、公債費の順となっています。 

前年度と比較すると、職員給与費において、退職手当の減などにより１億 8,700万円、

教育費において、前年度に手宮中央小学校の建設事業が完了したことなどにより 1 億

7,800 万円、それぞれ減少となりましたが、民生費において、臨時福祉給付金給付事業

費の増などにより 15 億 100 万円、諸支出金において、前年度決算剰余金の 1/2 を財政

調整基金に積み立てたことなどにより６億 7,900万円それぞれ増加し、歳出総額で 20億

2,800万円の増となりました。 
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2,873
2,009

575 819 1,498
9,926 9,164 8,768

8,603 8,747
8,447 8,093

8,244 8,332 8,145

2,790 2,829 4,528
2,072 1,967

2,043 2,444

2,498 2,405
2,778

55,420 55,274
56,998 56,727

57,043
58,896 59,898

55,642 56,114
58,142

百万円
目的別歳出決算状況

その他
（議会、総務、

消防、繰上充用

など)

職員給与費

諸支出金

公債費

土木費

労働費

農林水産業費
商工費

衛生費

民生費

教育費

枠内の数値は合計

 
  

 

 

 

 

 
 民生費：児童、高齢者、心身障害者などの福祉施設の整備や運営費、生活保護などに使われる経費 

 衛生費：保健所やごみ処理など健康で衛生的な生活環境を保持するために使われる経費 

 労働費：失業や就業対策のために使われる経費 

 農林水産業費：農業、林業、水産業の振興のために使われる経費 

 商工費：商業や観光事業などの振興のために使われる経費 

 土木費：道路、河川、住宅、公園など各種の公共施設の整備や維持管理などに使われる経費 

 教育費：小・中学校、社会教育など教育関係に使われる経費 

 公債費：借入金の元金・利子の支払いに使われる経費 

 諸支出金：特別会計などへの借入金償還金などに使われる経費 
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（２）性質別決算状況 

    歳出を経費の性質に着目してみると、28年度も扶助費が一番多く、次いで人件費、繰

出金の順となっています。 
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10,000

20,000
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40,000

50,000

60,000

70,000

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

10,783 9,969 9,583 9,490 9,747 9,378 9,025 9,199 9,396 9,159

14,457 14,782 14,895 16,128 16,521 16,528 16,619 17,162 16,955 17,992

8,055 8,496 7,742 6,782 6,774 6,703 6,501 6,100 5,315 5,218

3,137 4,752 6,608 5,389 4,945 5,076 5,485 4,975 5,401 5,987
2,803

2,730 2,541 2,638 2,639 2,773 3,231 1,961 2,141
2,216

8,756 7,424
8,158 8,739

7,351 7,378 8,067
6,706 7,300

7,040
1,054 1,168

1,693 2,000 2,576 3,236
3,833

2,870 3,073 3,157

1,184 1,297
659 315,191 4,656

5,119 5,530
6,490

7,824
7,137

6,669
6,533

7,373

55,420 55,274
56,998 56,727 57,043

58,896 59,898

55,642 56,114

58,142

百万円 性質別歳出決算状況

その他

(物件費、維
持補修費、

積立金など)

繰出金

貸付金

補助費等

公債費

扶助費

人件費

枠内の数値は合計

普通建設

事業

 

    性質別経費のうち、「人件費」「扶助費」「公債費」の３つの経費は、いわゆる「義務的

経費」といわれ、固定的な性格の強い経費です。28 年度では歳出全体の 56％（27 年度

56％）を占めており、本市財政の硬直化の一因となっています。 

人件費 9,159 <16%>

扶助費 17,992 <31%>

公債費 5,218 <9%>補助費等 5,987 <10%>

貸付金 2,216 <4%>

繰出金 7,040 <12%>

普通建設事業費

3,157 <5%>

その他(物件、維持、積立など)

7,373 <13%>

歳出内訳の構成（28年度） 単位：百万円

歳出総額
58,142

義務的経費
32,369 <56%>

 
 

扶助費：生活保護費や医療助成費など個人に給付される経費、保育所などの運営に充てられる経費など 
 公債費：借入金の元金・利子の支払いに使われる経費 
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（３）人件費 

    人件費は、前年度と比較して、職員給与費で１億 4,100万円、退職手当で 4,700万円、

嘱託報酬で 3,300万円それぞれ減となったことなどにより、全体で２億 3,700万円の減

となりました。 

    なお、退職手当を含む職員給与費の 19年度との比較では､17億 6,800万円の減となっ

ています。 
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4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

8,473
7,654 7,459 7,465 7,466 7,318 7,175 7,320 7,432 7,291

1,453

1,512
1,323 1,152 1,290 1,133

922 941 914 867

857

803
801 873 991

927
928 938 1,050 1,001

10,783

9,969 9,583
9,490

9,747
9,378

9,025 9,199
9,396 9,159

百万円 人件費の推移

その他

(委員・嘱託員

報酬など)

退職手当

職員給与費

(退職手当除く)

枠内の数値は合計

※職員給与費には共済費が含まれています

 

28年度の一般会計の職員数（各年度末）は前年度と比較して４人の増となり、全会計

合計で 24人の増となっています。 

なお、19年度と比較すると全会計で 142人の減となっています。 

75
70

62
56

63
57

49 51 52
54

1,105 1,093
1,042 1,031 1,014 1,001 1,009 998 994 998

1,799 1,740
1,683 1,670 1,654 1,655 1,661 1,651 1,633 1,657
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一般会計の職員数

全会計の職員数

職員数は各年度末人数で事業支弁分含む
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（４）扶助費 

    扶助費は 179億 9,200万円で、前年度と比較して、臨時福祉給付金給付事業で８億 900

万円の増となったことなどにより、全体で 10億 3,700万円、6.1％の増となりました。 

また、19年度と比較すると、医療で１億 8,200万円、25.5％の減、生活保護で 9,000

万円、1.1％の減となりましたが、障害者福祉（身体障害者・知的障害者）で 18億 5,600

万円、98.8％の増、児童手当(子ども手当)・児童扶養手当で５億 5,900万円、36.8％の

増となっており、全体では 35億 3,500万円の増となっています。 
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4,000

6,000

8,000
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14,000

16,000

18,000

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

564 551 553 558 554 554 546 565 555 536

1 ,079 1 ,112 1 ,097 1 ,090 1 ,172 1 ,159 1 ,160 1 ,209 1 ,408 1 ,497

8,433 8,733 8,694 8,829 8,864 8,671 8,640 8,618 8,312 8,343

1,879
1,978 2,167 2,297 2,487 2,972 3,175 3,413 3,557

3,735
1,520

1,513 1,511

2,475
2,556 2,346 2,270

2,186 2,115 2,079

714
625 616

604
635 565 580 538 544 532

394 211

1,020

268
270 257

275
253 261 248

239
253

250

14,457
14,782 14,895

16,128 16,521
16,528 16,619

17,162 16,955

17,992百万円

扶助費の推移
その他

医 療

児童手当

(子ども手当)

児童扶養

手 当

障害者福祉

生活保護

保育所等

老 人

枠内の数値は合計

臨時給付金

 
 

 

 
 扶助費：生活保護費や医療助成費など個人に給付される経費、保育所などの運営に充てられる経費など 

グラフの区分の主な内容は次のとおり 

       老人～老人ホーム保護費、ふれあいパス事業費など 

       保育所等～保育所費（市立保育所）、児童措置費（私立保育所、認定こども園等） 

       生活保護～生活保護費 

       障害者福祉～生活介護給付費、重度障害者福祉手当等経費など 

       児童手当・児童扶養手当～児童手当（子ども手当）経費、児童扶養手当経費 

       医療～老人・重度心身障害者・乳幼児・ひとり親家庭等医療助成費 

       その他～就学援助費、結核対策費など 
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（５）公債費（元利償還額）               ※一時借入金利子及び市債の借換分を除く 

28 年度の元利償還額は、一般会計では 52 億 1,700 万円で、前年度と比較して 9,700

万円、1.8％の減、特別会計では 8億 7,300万円で、前年度と比較して 1,900万円、2.1％

の減、企業会計では 47億 9,300万円で、前年度と比較して３億 2,800万円、7.4％の増

となり、全体では前年度と比較して 2億 1,200万円、2.0％の増となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28年度までに借り入れた市債の今後の元利償還額は、次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※今後の元利償還額は、利率見直しによる利率の変動や借換えにより変動します。なお、

29年度以降新たに借り入れる市債の元利償還額は、このグラフに含まれていません。 

 
公債費：借入金の元金・利子の支払いに使われる経費 
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739 702 571 498
478
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305
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2,930

2,481
2,172

1,939

10,933 10,820
10,098

9,229
8,583

7,912

7,108

6,191
5,359

4,549

百万円

今後の元利償還額

一
般
会
計

特
別
会
計

企
業
会
計

※借換分等を除く

枠内の数値は合計
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14,831
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公債費（元利償還額）の推移
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業
会
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特
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会
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一
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会
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枠内の数値は合計
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各年度の借入額と元金償還額は、25 年度と 26 年度において新市立病院建設に伴う公

営企業債の増などにより借入額が元金償還額を上回っていますが、その他の年度では、

借入額が元金償還額を下回っています。 

28 年度の借入額は前年度に比較し 12 億 7,000 万円減少していますが、これは一般会

計において、臨時財政対策債や退職手当債の減などにより 6億 5,600万円、病院事業会

計において、駐車場整備工事が完了したことなどにより 5億 8,400万円それぞれ借入が

減少したことによるものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28年度末の市債残高は、一般会計で 488 億 500万円、特別会計で 65億 9,100万円、

企業会計で 441億 5,700万円、総額では 995億 5,300万円となり、前年度と比較して 35

億 6,900万円の減となりました。 
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百万円

年度末市債残高の推移

一
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会
計

特
別
会
計

企
業
会
計

枠内の数値は合計
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（６）貸付金 

28年度の貸付金は 22億 1,600万円で、前年度と比較して 7,500万円、3.5％の増とな

りました。これは、中小企業向けの運転資金の新規貸付額の増加に伴い商工関係制度融

資預託金が増加したことなどによるものです。 

なお、26 年度は前年度と比較して 12 億 7,000 万円減少していますが、これは土地開

発公社の解散に伴う貸付の終了や地域総合整備資金貸付金の減少などによるものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）繰出金 

28年度の繰出金は 70億 4,000万円で、前年度と比較すると 2億 6,000万円、3.6％の

減となりました。これは病院事業会計への繰出金が、財政支援分の繰出の皆減などによ

り 1億 5,700万円の減となったことなどによるものです。 

なお、高齢者医療制度の改正に伴い、20年度より、新設した後期高齢者医療事業特別

会計への繰出を開始するとともに老人保険事業特別会計への繰出は大幅に減少し、22年

度には、老人保健事業特別会計の廃止に伴い老人保険事業への繰出が皆減しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
繰出金：一般会計、特別会計、企業会計の相互間において支出される経費 
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枠内の数値は合計
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（８）普通建設事業費 

28年度の普通建設事業費は 52億 4,500万円で、前年度と比較すると 5億 9,100万円、

10.1％の減となりました。これは、消防署オタモイ支署の建設工事の実施などにより、

一般会計で 8,400万円、2.7％の増、住宅事業特別会計において市営住宅改善事業費が増

加したことなどにより、特別会計で 1億 6,900万円、92.0％の増となりましたが、病院

事業会計において駐車場整備工事が完了したことなどにより、企業会計で 8億 4,400万

円、32.7％の減となったことによるものです。 

なお、25 年度及び 26 年度は、病院事業会計における新市立病院建設工事の実施より

企業会計で大幅な増加となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
◇主な建設事業の実施状況 (単位：百万円)

事業名 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28
保育所建設事業 9 285 404 27
廃棄物最終処分場整備事業 65 240 169
新夜間急病センター建設事業 29 172 99
臨時市道整備事業 275 245 392 397 452 476 393 402 360 324
ロードヒーティング更新事業 87 51 79 81 122 77 45 40
道路ストック更新事業 70 22
高速道路周辺道路整備事業 42
橋りょう長寿命化事業 53 97
銭函高架橋耐震化事業 60
銭函地区河川防災事業 6 64 27 22 17
道道街路事業 132 49
旧国鉄手宮線整備 10 194 87 26 56 36
都市公園安全･安心事業 84 24 29 28
小樽公園再整備事業 56 30 58
港湾国直轄工事費負担金 31 45 44 36 25 24 27 40 157 203
臨港道路改良事業 12 25
港湾改修事業 60 20 35 43 83 11 33
第2号ふ頭岸壁改良事業 19 7
第3号ふ頭岸壁改良事業 32 74 21 38 45
岸壁附帯施設改修(勝納ふ頭) 60 144
消防機動力増強・近代化事業(消防自動車等) 63 188 64 31 115 83
高機能消防指令センター整備事業 307 12
消防救急無線デジタル化事業 8 296 159
救急業務高度化推進事業(救急自動車等) 47 31 26
(仮称)消防署オタモイ出張所建設事業 24 9 338
校舎等改築事業(手宮地区統合小) 34 341 872 582 247
校舎等改築事業(山手地区統合小) 11 5 33 190 587
校舎改築事業(朝里中) 7 105
耐震補強・大規模改造等事業(小) 288 348 344 274 13 535
耐震補強・大規模改造等事業(中) 273 634 330 7 148 456
新共同調理場建設事業 212 848 1,601
文学館・美術館再整備事業 150
桜ヶ丘球場整備事業 114
潮見台シャンツェ整備事業 10 24
港湾特別会計 12 36 10 9 19 20
住宅特別会計 507 127 562 937 349 660 460 95 163 321
産廃特別会計 75 284 200
病院統合新築事業(病院事業会計) 120 878 3,628 8,476 590
水道事業会計 765 753 839 825 919 953 933 927 1,015 836
下水道事業会計 1,354 1,641 2,118 1,172 967 1,062 1,067 1,453 882 797  

 

普通建設事業費：道路、橋、学校、公園等公共及び公用施設の新増設等に要する経費 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

1,054 1,168 1,693 2,000 2,576 3,236 3,833
2,870 3,073 3,157593

410 762
976

362 698

469

141
183 3522,409 2,550
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4,056 4,128

5,801
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６．主な財政指標 

 

（１）健全化判断比率及び資金不足比率 

｢地方公共団体の財政の健全化に関する法律｣ に基づき算定した各比率は、下記のと

おりです。 

28年度決算では、すべての健全化判断比率及び資金不足比率が、早期健全化基準及び

経営健全化基準を下回りました。 

 

［健全化判断比率］ (単位：％)

早期健全化基準 財政再生基準

－ － － － － 11.72 20.00

－ － － － － 16.72 30.00

13.7 13.7 12.2 10.6 8.3 25.0 35.0

93.6 88.4 75.7 69.4 61.7 350.0

［資金不足比率］ (単位：％)

－ － － － － 

－ － － － － 

－ － － － － 

－ － － － － 

－ － 6.5 － － 

－ － － － － 

－ － － － － 

－ － － － － 

・実質赤字比率

　一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率

・連結実質赤字比率

・実質公債費比率

・将来負担比率

・資金不足比率

　公営企業ごとの資金の不足額の事業規模に対する比率

・早期健全化基準（イエローカード）

・財政再生基準（レッドカード）

・経営健全化基準（イエローカード）
　公営企業の早期健全化基準に相当するもので、この基準を上回ると、経営健全化計画の策定・公表
が義務づけられます。

簡易水道事業特別会計

病院事業会計

水道事業会計

下水道事業会計

　全会計を対象とした実質赤字及び資金不足の合計から実質黒字及び資金余剰の合計を控除した額の
標準財政規模に対する比率

　一般会計等が負担する市債の元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模に対する比率

　健全化判断比率のどれか一つでもこの基準を上回ると、財政健全化計画の策定・公表が義務づけら
れます。

　健全化判断比率のどれか一つでもこの基準を上回ると、財政再生計画の策定・公表が義務づけられ
ます。また、この計画について、総務大臣の同意が得られていなければ、災害復旧事業債等を除き、
市債の借入れができなくなります。

　一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率

産業廃棄物等処分事業会計

港湾整備事業特別会計

青果物卸売市場事業特別会計

20.0

（参　　考）

水産物卸売市場事業特別会計

H24決算 H25決算 H26決算 H27決算 H28決算
経営健全化基準

会　　計　　名

H24決算指　　標　　名
（参　　考）

H28決算H27決算H26決算H25決算

将来負担比率

※連結実質赤字比率の財政再生基準 ・・・ H21決算40％、H22決算35％、H23決算以降30％

実質赤字比率

連結実質赤字比率

実質公債費比率
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（２）財政力指数 

28年度の財政力指数（３か年平均）は 0.429で、標準的な行政サービスを提供するた

めに必要な経費を市税や地方譲与税等で 42.9％しか賄えず、57.1％を普通交付税に依存

している状況にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道内主要都市 10市の中では、一番低い数値となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財政力指数： 地方公共団体の財政力の強弱を示す指標で、基準財政収入額(標準的に収入し得る収入額）

を基準財政需要額(標準的な行政サービスを提供するために必要な支出額)で除して得た数値

の３か年平均値。 

なお、基準財政収入額、基準財政需要額と普通交付税との関係は以下のとおりで、財政力

指数が低いほど普通交付税に依存していることになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨時財政対策債

 普通交付税

基準財政需要額

ａ　－　ｂ
                         単位費用 基準財政収入額

×

測定単位 標準的な地方税収入

                          a (国勢調査人口など) － b ×　　　　　　　　　　　　　財政力指数　＝　ｂ / ａ
× 算入率

補正係数 (市町村75%）

＋

地方譲与税など

＝地方に交付すべき地方交付

税の財源が不足していること

から、13年度から国が本来交
付すべき地方交付税額の一部

を地方自治体に借入を認める

地方債（後年度に支払う元利

償還額は普通交付税の算定

に100％算入される）
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（３）経常収支比率 

28年度の経常収支比率は 99.3％で、前年度と比較して、歳入では地方交付税や臨時財

政対策債が減少し、歳出では扶助費が増加したことなどにより、6.0 ポイント上昇しま

した。 

本市の経常収支比率は 90％を超える状況が続いており、政策的な事業に使える財源が

少なく、非常に硬直した財政構造となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道内主要都市 10市の中では、一番高い数値となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
経常収支比率： 財政構造の弾力性を示す指標で、毎年度経常的に支出される経費に充当された一般財源

が、地方税や普通交付税など毎年度経常的に収入される一般財源や臨時財政対策債等の合

計額に占める割合。 

数値が低いほど一般財源に余裕があり、基金への積立てや政策的な事業を行うための財

源として利用できることを示し、数値が高いほど財政構造が硬直化していることを示す。 
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